
第５回 公園管理運営ルールを考える 

市民協働部会 全体の予定 

 
 
 

ニュースレターNo.５ 

新年おめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。 

市民協働部会は次回が最後の開催となりますが、別途開催している公民連携部会との合同

部会の開催なども予定されております。 

引き続き、皆さんで交流を深めつつ、目標を実現させるように進めていきましょう！ 
 

  

 

 

第 1 回 

2019.3.16 

第 2 回 

2019.5.25 

第 3 回 

2019.7.29 

第 4 回 

2019.10.12 

第 5 回 

2019.12.21  検
討
中 

第 6 回 

2020 年予定 

計画や理念を共

有しよう 

コンセプト（試

案）を作成 

イベントカレン

ダーを作ろう 

公園活用のシナ

リオを作ろう 

公園管理運営ル

ールを考える 

全体とりま

とめ 

※研究会の進捗に応じ、予定に変更が生じることもあります。 
 
 
 
 
 
【開催月日・場所】2019.12.21 10：00～12：30 浦添市役所 9 階講堂 
【参 加 者】28 名 
【ファシリテーター】林加代子氏（㈱ソーシャルアクティ代表取締役） 
 

１． 公民連携部会（第 1回）の報告 

市から令和元年 12月 10 日に開催した公民連携部会（第 1 回）について、報告がありました。公民連携部会

は、事業者等から公園利活用に関する提案をもとに実現する可能性のある具体的な事業案を事業者が検討する

場です。今後、数回の公民連携部会の開催を経て、市民協働部会と一同に会する公園まちづくり研究会(合同

部会)を開催する予定であることの報告がありました。 

 

２． 浦添商業高校生徒提案発表 

浦添商業高校の生徒 7 名が、令和元年 4月から取り組んできた経塚公園ま

ちづくりについて提案発表を行いました。 

発表は、①これまでの生徒同士の話し合い、うるま市との意見交換など

についての報告 ②20 年後の経塚公園の姿について、「きれいに整備さ

れている」「子供が安心して遊べる」「自然が豊か」「事件や事故がな

い」「老若男女が利用できる」などの提案 ③取り組みの感想「浦添市

について知ることができた」「地域の取り組みに携わることができた」

「私たちの取り組みが少しでも経塚公園街づくりに取り入れてほしい」

などについて行われました。生徒らは、この後に開催された語り合いにも

参加しました。 

 

３． 語り合いに向けての情報共有 

経塚公園の管理運営ルールの話し合いに先立ち、林氏から他の公園の事例について説明がありました。都市

公園法や浦添市都市公園条例といった法令に基づくルールや、市民がルールについて話し合いをする事例

（東京都三鷹市、宮城県女川町）や、管理運営者が市民の意向を聴きながらルールを決めていく事例（神

奈川県川崎市、愛知県豊田市）、公園ごとの特性に合わせたルールを決める事例（東京都西東京市）、公園

管理のプラットフォームの運営やルールの決め方の事例（大阪府高槻市）などが紹介されました。 

浦添商業高校生徒提案の様子 

浦添市公園まちづくり研究会市民協働部会 

・社会実験（イベント）実施の語り合い 

・公園まちづくり研究会（合同部会） 



４． 語り合い 
語り合いでは、7 つのテーブルに分かれて公

園の使い方ルールの決め方や、あらかじめ決

めてあると良いこと、都度決めればよいこと

などについて話し合いを行いました。 
   
＜語り合いの結果＞ 

決
め
方 

メンバー ・協議会・運営委員会（自治会代表、施設管理者代表、行政、利用者、ファシリテータ

ーなど）。 

・地域住民が主体。 

・行政が主体。 

ルール 

の内容 

・最初は大まかな（ゆるやかな）ルールを決める。 

・住民意見を取り入れた最低限のルールを決める。 

方法 ・課題等が発生したらその都度、関係者で話し合う（ゆんたく会等）。 

・市内の高校生でルールの意見交換会。 

・イベント実施者が責任をもって話し合い、ルールを決める。（子供、大人含め）。 

・場所毎のルールを決める（子供たちが自由にルールを決められるスペース等）。 

・各世代それぞれがルールを決めて全体で調整する（小学生・中学生・高校生・自治

会・公園運営会社など）。 

・内容に応じた協議会（あったらいい、やったらだめ、レクリエーション など）。 

配慮点 

など 

住民や事業者の声が届く／一部の意見に偏らない／各世代の意見を取り入れる／でき

ない視点ではなくやってみようと意見を出し合う／役所だけに管理ルールを任せない

／日常的にはコミュニティが主体となって気持ちの良い公園づくりに責任を持つ／先

行事例を参考にする／使用する手続きが Web で完結できる／浦添商業もイベントに参

加したい など 

あらかじめある

と良いルール 

・安全安心、他人に迷惑をかけない（利用時間／音出し（時間、ﾎﾞﾘｭｰﾑ）／自転車等の

乗り入れ／喫煙場所／火の使用（場所、方法）／ペット（行動可能場所）／球技） 

・利活用（イベント等の許可ルール（使用料、可能時間）、手続き（地元説明など）、臨

時駐車場） 

・防犯（夜間利用ルール、照明） 

・衛生（ごみ捨てルール、清掃） 

・防災 

・大切に使う基本ルール（来た時よりも美しく、挨拶、仲良く 等） 

その都度きめれ

ば良いルール 

・公園のゾーンごとの遊び方 

・細かくルールを決めず、その都度話し合いで決める。 

・その他（イベント時の音、花火、イルミネーション、ベンチの数 等）  
５． 社会実験として、できること・やりたいこと 
参加者の皆さんそれぞれが考える、社会実験として、できること・やりた

いことを提案していただきました。 

社会実験の 

アイディア 

プロジェクションマッピング、ふれあいまつり、樹木の管

理、歴史説明、映画鑑賞、フリーマーケット、販売実習、イ

ルミネーション、介護福祉の体験会、移動販売、音楽イベン

ト、JICA コラボ、オープンガーデン など  
６． ひとことコンセプト 
下記の追加提案が 1件ありました。その他の提案はニュースレターNO.4 をご参照ください。 

「緑が豊かにあって、風景が楽しめて、利用しやすいそんな公園だったらいいな！」 
  

通 信 欄                                 
 

 

発行者・問い合わせ先 

〒901-2501 

 沖縄県浦添市安波茶 1 丁目 1 番 1 号 

浦添市都市建設部 美らまち推進課 

TEL： 098-876-1234(内線：4072) 

 098-876-1243 (直通) 

FAX： 098-879-7138 

今後の予定 

・次回から、新たに社会実験（イベント）実施に関する語り合

いを行います。詳細は市にて検討中のため未定です。 

・以下の予定は改めてご案内します。 

①浦添市公園まちづくり研究会（合同部会） 

②第６回市民協働部会 

社会実験アイディア提案の様子 

ポスターセッションの様子 語り合いの様子 


